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日本と世界の水利権制度・水取引制度

CONTENTS Ⅰ　水移出・水輸出を支える水利権・水取引制度
Ⅱ　日本の水取引制度
Ⅲ　世界の水取引制度
Ⅳ　決して珍しくない水取引の仕組み

1 日本の水利権（流水占用権）は、過去の水利権転用の事務を見るかぎり、公権
的な性格が強いものとなっており、私権として民間主体間で取引されるもので
はない。

2 日本の水利権制度は、江戸時代、明治29年（1896年）の旧河川法、昭和39年
（1964年）の新河川法を経て徐々に公権的な色彩の強い制度になってきた。こ
の背景には、高度経済成長による水需給の逼迫と、不足気味であった水利の適
切な分配の必要性があった。

3 今後、人口減少が進み、社会の財政負担能力が落ちたとき、治水・利水施設の
維持管理・更新財源を確保するために、未使用淡水資源を柔軟に移出・輸出し
現金化する必要が出てくる。水利権制度もこの流れに対応していく必要があ
る。

4 日本国内や世界において、未使用淡水資源の水利権取引は珍しい事象ではな
い。水利権そのものを取引するとさまざまな社会問題を招くが、市場を通じた
未使用淡水資源の時限的な取引（水融通・水賃借）は、水資源の一時的・効率
的な再配分を実現する。

5 人口減少による未使用淡水資源の増加問題に対し、水移出・水輸出が有力な解
決手段になると考えられる。このため未使用淡水資源を効率的に取引するため
の仕組みを今から議論しておく必要がある。
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Ⅰ	 水移出・水輸出を支える
	 水利権・水取引制度

「湯水のごとく」と表現されるように、日本
で淡水は日常的な資源であり、その希少性は
認識されてこなかった。しかし、世界的に見
ると、淡水はきわめて基礎的な資源であると
同時に希少な資源である。水道事業の民営化
に象徴されるように、水の市場財としての側
面を強調する世界銀行などの動きに対して、
NGO（非政府組織）や途上国の国民は反対
を表明し、カナダのように水の豊かな国が水
資源の保護のために民間企業の水輸出契約を
停止させる命令を出している例もある。この
ことからもわかるように、淡水資源を自国で
管理・利用していくことは世界的な潮流にな
っている。

一方、すでに2007年に論じたように、人口
成長期にダムなどの水資源開発インフラを大
量に整備した日本は、人口減少社会では大量
の未使用淡水資源を抱えることになる文献1、2。
この未使用淡水資源が引き起こす問題につい
ては、本特集の第一論考で見たとおりであ
る。筆者らは、未使用淡水資源が引き起こす
問題を解決するための一試案として、未使用
淡水資源の国内の移出、海外への輸出につい
て提言した（本特集の第二論考）。

このような水移出・水輸出を実現して2040
年に予想される問題を緩和するには、日本の
未使用淡水資源を効率的に集約する仕組みが
必要で、また、海外の淡水需要と日本国内の
淡水供給能力をバランスさせる必要がある。
このためには、日本国内での水取引制度や日
本と海外との水取引制度、それを支える取引
市場や渇水等の非常時の権利停止ルールなど

のソフトインフラを整備する必要がある。
そこで本稿では、世界の水取引の事例を概

観したうえで、日本の現行の水利権制度、過
去の日本の水取引（水利権取引）の実績と仕
組みを確認し、今後、未使用淡水資源の活用
に必要な仕組みやルールを検討するための条
件について確認する。

Ⅱ	 日本の水取引制度

日本の水利権は、水利使用権、流水使用
権、流水占用権、公水使用権、用水権などさ
まざまな名称で呼ばれているが、いずれも河
川法23条注1に基づき河川管理者によって許
可される権利である文献3。ここでは、日本の
水利権制度の現状と水利権をめぐるいくつか
の議論、そして現在行われている水利権調整
の方法を紹介する。

1	 現行の水利権制度
歴史的に見ると、日本の水利権は慣行水利

権という形態が通例であった。この慣行水利
権は、重畳的所有関係や村落による総有的所
有関係であることが、一般的に指摘されてい
る文献4、5。

明治29年（1896年）に河川法が制定された
際もそれまでの慣行的な水利権を認め、流水
占用権という形で法整備を行った。このとき
は歴史の古い水利権が優先されたため、結果
として私水的性格が強い水利権となった。

昭和39年（1964年）に河川法が改正された
際には、昭和30年代後半から始まる高度経済
成長に伴って上水道用水や工業用水道用水な
ど都市用水の需給が逼迫したため、公的な河
川管理者による水資源の一貫管理という考え
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方が導入された。この結果、慣行水利権を並
存させつつも、水利権は基本的に河川法23条
に基づく許可制となった（許可水利権制度）文献6。

これらの水利権は、河川法２条２項注2が
河川の流水に対して私権を排除しているた
め、許可水利を除く慣行水利の権利は、物権
的効力である絶対的優先性に対して、水利目
的による制限および目的に応じた量と質に限
定すると理解されている文献7。慣行水利権に
は民法280条に基づく地役権であるとの見方
もあるが、旧河川法が「慣行水利権に対して
も許可水利権とみなす」と規定したため、権
利関係としては許可水利権と同等の扱いを受
ける文献8、9との指摘もされている。

水利権が公権的なものか私権的なものかに
ついては、旧建設省（現国土交通省）と農林
水産省の過去の解釈は、必ずしも一致してい

ない。たとえば旧建設省は、「水利権は『公
権』であるとの解釈から、余剰部分の権利は
河川管理者に一旦返上後に他種水利に再付与
するというように法を構成している」にもか
かわらず、農林水産省は「『私権』として、
河川法34条注3に基づく有償での直接譲渡」
を認めている。

日本の水利権は表１の要件を満たすもので
ある。また、日本の水利権は、権利の慣行性
と取水の安定性により表２のように分類され
る。特に豊水水利権は、河川流量が基準渇水
流量を超えた場合にのみ取水可能である

（図１）。
本稿では、水利権の性格についてこれ以上

詳細な議論はしない。一つだけ確実にいえる
ことは、水利権の性格および仕組みは現在の
ものが唯一絶対ではなく、そのときどきの社
会情勢を反映して歴史のなかで変遷してきて
おり、今後迎える人口減少社会で再び見直さ
れるべき時期に来ているということである。

2	 水利権転用の現状
前述した国土交通省と農林水産省の水利権

に対する解釈の違いは、高度経済成長期を通
じた水需要の変化が背景にある。つまり、農
業用水から都市用水への水利目的の変更をめ
ぐる議論なのである。このように、恒久的な
水利配分を根本的に変える水利権転用は、大
きな問題を引き起こす。

水利権は、恒久的に転用される場合と、渇
水などの非常時に転用されるケースとに分け
られる。前者は水利権転用として知られ、国
土交通省の主張する公権説に則り、一旦水利
権返上後、水利権を必要とする需要者に再度
配分されることになっている。後者は「水融

表1　日本の水利権取得に必要な要件

要件 内容

取水の安定性 ● 河川の流況などに照らし、流水の正常な機能の
維持等に支障を与えることなく、安定的に取水
が可能であること

● 10年に1回程度起こる渇水の渇水流量（355日流
量）が、河川の正常流量より大きいときに許可
される

水利使用目的および
事業内容の公益性

● 国民生活の向上などに寄与し、公共の福祉を増
進するもの

水利使用の実効性 ● 事業計画が妥当であるとともに、関係法令に照
らし、水利使用の実行が確実であること

公益上の支障 ● 治水上その他の公益上の支障を生じるおそれが
ないこと

出所）村瀬勝彦「水の価値評価と効率的な水利用に関する考察」『ダム技術』（2005年
4月号、ダム技術センター）より作成

表2　日本の水利権の分類

慣行性 安定性 水利権の種類

あり あり 慣行水利権

なし あり 安定水利権（既得）
安定水利権（新規）

なし 豊水水利権（暫定）

出所）村瀬勝彦「水の価値評価と効率的な水利用に関する考察」
『ダム技術』（2005年4月号、ダム技術センター）より作成
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通」として知られ、渇水期に利水関係者の協
議によって農業用水や発電用水から上水道へ
配分される文献10、11。

水利権転用の代表例は、工業用水道から上
水道、あるいは農業用水から上水道への転用
である。

たとえば、工業用水道から上水道という都
市用水間の水利権転用の場合、「××川総合
開発計画」といったフルプランに指定されて
いる水系ではそのフルプランの修正が必要に
なる文献12、13。また、ダムなどの施設管理方
針・施設管理規定の変更のために、主務官庁

（国土交通省、厚生労働省、経済産業省、農
林水産省）や都道府県との協議、水資源機
構、経済産業省からの補助金の返還、厚生労
働省からの補助金の交付が必要になる文献14。

農業用水からの水利権転用は、上述の工業
用水道から上水道への水利権転用に比べて複
雑である文献13。農業用水は半旬ごとに利用
形態が異なるため、水道水源として一定に取
水しようとすると、水資源を平滑化するため
の水源が別途必要になる。また、農業用水は
灌漑期のみの水源であることから非灌漑期の
水源手当が別途必要になる。さらに、複数事
業（国営土地改良事業、用水事業、末端事
業）を並行して実施できないと水利権は転用
できない可能性がある。

しかし、農業用水は河川の自然流量に対し
て慣行的水利権を保有している場合が多い。
したがって、ダム開発水利権よりも多量に水
量が確保でき、すでに開発済みの水利権が多
いため、水利権が早期に得られる利点も指摘
されている。

他方で、工業用水道だけでなく上水道も水
需要が減少しているような地域では、工業用

水道が水利権転用を望んでも、他の利水者が
受け入れないために転用がうまくいかないケ
ースも知られている文献15。この場合、治水
目的の水利分や河川の正常流量が不足してい
る分に充当されるが、水利施設の維持管理費
用は一般税収から負担されることになる。

水利権を確保するためには、取水堰やダム
などのインフラの建設費・維持管理費を水利
権に応じて負担していく必要があるが、水需
要が減少した利水者にとって、必要以上の費
用負担は経営状況を悪化させる原因になる。
このため、従来、用途間で発生していた水の
需給ギャップを調整する手段としての水利権
転用は、人口減少社会という需要総減少社会
において、今までどおりに機能しない可能性
がある。

3	 日本の水利権取引の歴史的事例
希少な淡水資源を有効に活用するための水

取引制度は、現行の水利権の性格上、日本に
は存在しない。しかし江戸時代の日本では実

図1　河川流量と水利権の分類

出所）村瀬勝彦「水の価値評価と効率的な水利用に関する考察」『ダム技術』（2005年
4月号、ダム技術センター）より作成
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施されていた。ここでは、新潟県佐渡の番水
株取引の事例と、香川県の地主水取引を紹介
する。

（1）	 佐渡・旧上横山・下横山の	
	 番水株取引注4

「番水注5株」とは渇水時の輪番灌漑の取水
順位が権利化したもので、水量と取水順位に
関する慣行的水利権の一種である。

設定当時、番水株は、農家の耕作規模が均
質であったため農戸と同数であった。その後
の開墾の進行による農戸の不均質化や農家数
の増加、要水量の格差によって、番水株が分
割して売買されるようになり、１株当たりの
掛面積の格差は２、３反からおよそ１町２反
まで拡大した。また、越境して送水される事
例もあった。

その後、明治になって大地主が没落すると
田地と番水株の供給が増加した。番水株保有
者が田地を増やし富裕化していくのとは反対
に、貧困・没落して手放す者が生じる。その
際に彼らは、残った田地のためにいく分でも
番水株を残しておこうとするため、番水株の
みの所有者は、没落の最終段階での特殊な存
在とみなされる。一方で、没落時に小作化す
る際には、水の権利が留保されることが村落
内部での地位保全と耕作権の安定化につなが
った。

番水株は、維持管理費用や施設利用料な
ど、水に関する義務を化体した一切の費用

（これが番水株）である「水利費」および維
持管理費用や資本費用だけでなく、機会費
用、経済的外部費用、環境的外部費用を含む
フルコストプライシングである「水費用」で
価格づけされていた。

以上から、「番水株設定当時の農戸の均質
性」「開拓・人口増および地理的条件による
要水量の格差拡大」「番水株の自由支配性」

「散居村性からくる緩やかな水利共同制と属
人的支配の傾向」「水の希少性」「大地主の不
存在や独立平等の気風」「義務の明確化とそ
の認識の共有」などの要素が重複して番水株
の取引が可能になっていた。

（2）	 香川県三木町の地主水取引注6

「地主水」とは、香川県木田郡旧下高岡村と
隣村旧井戸村の一部に見られた水利慣行で、
一定量の用水に対する利用権が、土地所有か
ら分離して完全に一つの物権的な存在になっ
たものである。一説では、藩政時代に年貢米
確保のために、生産力の高い古田の所有者や
庄屋・地主などの有力者に水利権を優先的に
与えたことが契機となり、金銭的価値という
よりも担保的価値もしくは小作権の対価とみ
なされている。この点が番水株とは性質が異
なる。

地主水の取引価格は当事者間の話し合いで
決められていたが、１厘の水がおよそ米約２
斗と等しく、第二次世界大戦後の物価高騰時
には約2000円に高騰した。また、昭和10年

（1935年）には、３畝水の売買のうち１反水
が400〜500円で取引されていた。昭和23年

（1948年）ごろの農地改革の際には、１厘の
水は650〜1250円で落札された。また、同年
の別の事例では５畝水が時価１万円で取引さ
れていた。

地主水の背景は、「水ブニ」と呼ばれる
「田の面積や石高に応じた水の持ち分」で、
土地所有権と結びついた水利慣行である。こ
れは他地域の総有的性格の強い水利権とは異
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なる形態とみなされており、余剰水は、移譲
されたり地主の飛び地の自己所有地間に自由
に配分されたりして過不足が調整された。

地主水を支えたシステムとして、「水源台
帳（市町村合併により行方不明）」や「番組
の単位（本＝１交代分12時間の対象地域に流
れる水の全量で日変動する相対的単位、歩

〈分〉、厘）」「番組の決め方」「配水順路」「水
利費の課金方法」「人頭割（持ち分数に比
例）して課金（１厘当たり200円）」が知られ
ている。従来は３厘の水が田１反に相当とい
う計算が、香川用水の整備により水田面積割
に変わってきた。

売買を可能にした要因には、「水の希少
性」「自由支配性＝番水ブロックを越えて他
のブロックにある自己所有の水田への越境配
水が自由であること（背景に分散錯圃性）」

「要水量の差異（減水深が異なる）」「地主の
存在（異論もある）」などが指摘されてい
る。

4	 日本の事例からの示唆
江戸時代から明治時代にかけての日本の事

例は、慣習的な要素が強い慣行水利権ですら

水取引が行われていたこと、したがって、現
代の日本でも水利権に関する制度設計次第で
は、水取引は可能であることを示唆してい
る。つまり換言すれば、現行制度を理由に議
論を拒否することは妥当とはいえない。

Ⅲ	 世界の水取引制度

次に、世界の代表的な水取引制度として、
米国のカリフォルニア渇水銀行（California 
drought water bank：通称「水銀行」、以
下、渇水銀行）文献16と、オーストラリアの
マレー・ダーリング川流域の灌漑用水取引市
場文献17、チリの水利権制度・水取引文献18、19

について概観する。

1	 カリフォルニア渇水銀行注7

カリフォルニア州には水利権が６種類存在
する（表３）。これらのうち地表水の水利権
は、「沿岸主義（Riparian doctrine）」と「専
用主義（Appropriative doctrine）」という２
つの主義からその内容が制限を受ける。

沿岸主義からは、河川の水を利用する権利
はその河川に接続している土地の所有権に付

表3　米国カリフォルニア州の水利権

水利権の種類 水利権の内容

慣行水利権
（Prescriptive water rights）

水の事実上の支配が社会的慣行として成熟し、権利化した水利権

プエブロ水利権
（Pueblo water rights）

地方自治体が所有している水利権で、流域の自然発生的な地表水や地下水を使用できる。水の使用は街中で
のみ許され、余剰の水を街の外に売ることはできない

地下水水利権
（Groundwater rights）

地下水を含有する土地の所有者が保有する。地下水とは地中の土の粒子の間の空隙に存在する水と考えられ
るべきであり、地下水路を流れる水ではなく、地中での水の流れである。もっぱら井戸で取水される

沿岸水利権
（Riparian water rights）

湖や小川に接する土地の所有者に付随する権利で、他の沿岸水利権者の質や量を損なわない範囲で水を利用
する権利が与えられている。権利は流域内での位置や購入した日時に関係なく平等である

専用水利権
（Appropriative water rights）

水源から、水源に隣接しない土地へ地表水を輸送する際に使用される水利権。カリフォルニア州水資源管理
委員会と水の供給に関する規則が存在する前の1914年以前の水利権と、同年以降の水利権に分かれる

契約上の水利用権
（Contractual entitlements）

水の利用権であり、水利権ではない。元の水利権は、水源から直接取水できる者が所有しており、契約上の
権利者は、専用水利権者と水を他へ運びたい者が契約することによって生じる

出所）水野恭行、山本卓「水利権の鑑定評価──その性質と移転可能性」『不動産研究』（第50巻3号、日本不動産研究所、2008年）より作成
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随し、水を使用していなくても権利は失効せ
ず、利用可能水量は、他の沿岸権者の水利用
との関係で合理的（Reasonable）範囲内で
あることが要件とされている。

専用主義は、沿岸か否かにかかわらず、水
利用を始めた時間的古さに応じて等級づけさ
れ、水が不足する者のなかでは比較的早期に
水利用を始めた者（Senior rights）が優先
し、実際の水利用（Beneficial use）が５年
間に満たない場合は、未使用の専用権が没収
されるというものである。

カリフォルニア州は、1970年以前、水需給
の逼迫に対してダムや導水路の建設で対応し
てきた。しかし1970年代以降は、建設費の上
昇や環境への配慮から、それまでの施策の代
替策として水利転用が浮上してきた。このた
め、水利権制度は渇水銀行設立の前から継続
的に見直されていた。たとえば、沿岸主義の
見直しが渇水銀行の設立につながっている。
沿岸主義は河川の流量維持には適していたも
のの、水利転用には不向きであった。そこで
沿岸権そのものを売買するのではなく、水利
用の一時停止に補償金を支払うように制度を
変更したのである。

また、専用主義には1979年の法改正で、
「節約によって浮いた分は未利用と見なさ
ず、没収対象にしない」との規定が追加され
たり、80年に「水および水利権の売却・賃
借・交換・転用はそれ自体、浪費・非合理的
な水利用の証拠とはならない」と規定された
りした。

さらに、水利権の没収猶予期間も３年から
５年に引き上げられた。この考え方は1986年
のコスタ−アイゼンバーグ水利転用法（The 
Costa-Isenberg Water Transfer Act） に も

受け継がれ、州水資源局（California depart-
ment of water resources）には水取引の情
報源としての新たな役割が期待されることに
なった。また、同年のカッツ法（The Katz 
bill）では、導水能力に余裕がある場合、余
裕部分の70％までならば水利転用を試みる機
関に開放してもよいとの規定が設けられた。
最終的に1991年時限立法で、余剰水でなくと
も州水資源局やその他の管轄区域外の団体と
水の取引ができるようになった。

このような一連の制度変更を経て、1991年
の渇水時に設立されたのが渇水銀行である。
この渇水銀行は、水を需要度の低い主体から
需要度の高い主体へ、賃貸借あるいは売却さ
せるための仲買制度であり、常設ではなく、
渇水時に必要に応じて設置されることになっ
ている。

渇水銀行は、州水資源局の下に水購入委員
会（Water purchase committee）とともに
設置され、重要なニーズ（Critical needs）
を優先的に充足するものである。重要なニー
ズとは、「通常年の必要量の75%の配水量を
満たしていない工業・生活用水」「十分な水
を確保できていない高価格農産物向けの農業
用水」「動植物保護向けの水」「来季への持ち
越し分」と定義され、人々の生活への必須
性、経済への影響を考えた優先順位づけにな
っている。

渇水時における渇水銀行の水買い取り価格
（休作への補償金と水売却への奨励金を含
む）は、1000ｍ3当たり100ドルとなってお
り、州政府の水資源局が唯一の仲買人として
水取引の窓口になっている。このことによっ
て「価格の統一化」が図れるとともに、渇水
が進み買い取り価格が上昇した場合は上昇し
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た価格で、下落した場合は下落する前の価格
で購入することを保証する「価格変動制」も
採用されている。渇水時の淡水の売却価格
は、1000ｍ3当 た り140ド ル に な っ て い る

（1991年時点）。
このようにして集約された水は、州政府管

理下の給水システム（State Water Project：
SWP）の施設を利用して送水される。

渇水銀行による影響には、休作による肥
料・農機類の関連産業の販売減少、農業従事
者の一時解雇など負の側面があるものの、反
面、需要度の高い農業用水・都市用水に淡水
資源が優先的に販売されたことで、同銀行が
なかったときに比べて9142万ドルの純益が得
られたとの評価がある。渇水銀行によって、
異常渇水という緊急時に水需要の情報をすべ
て短期間に収集でき、社会的効果を最大化す
るように淡水資源が配分されたのである。

渇水銀行は、1991年の設立時点では水資源
実物の取引であったが、95年には「水資源購
入オプション取引」と「水資源実物取引」が
組み合わされた形で設立された。水資源購入
オプションとは、渇水銀行が１ｍ3当たり１
円15銭（１ドル141円、1994年12月時点）の
手付金で３億8000万ｍ3の水利権を水需要者
に販売する契約で、これにより、渇水銀行に
は４億2000万円の手付金収入がもたらされ
た。

1995年１月、カリフォルニア州にはまとま
った降水量があり、渇水銀行は同月に水供給
者から１ｍ3当たり40銭で3600万ｍ3分の水購
入水利権オプションを購入（1440万円のオプ
ション購入支出）した。実行価格は同４円18
銭であった。しかし、1995年のカリフォルニ
ア州は渇水が発生せず、５月時点で水資源購

入オプションは行使されなかった。この結
果、手付金収入からオプション購入支出と事
務手数料を引いた同１円３銭（３億9140万
円）が水需要者へ返却された。

渇水銀行に常勤職員は１人しかおらず、売
り手との交渉・契約準備などは州水資源局の
他の部署の職員が支援している。このため、
渇水にならなくても多額の運営費用損失が生
じない仕組みになっている。

カリフォルニア州でこのような取り組みが
成功した背景には、降雨が冬季に集中し、春
先におよそのダムの貯水量が確定するからと
の指摘もある文献20。

2	 オーストラリアの
	 灌漑用水取引市場注8

オーストラリアの水利権は、「沿岸水利権
（Riparian rights）」と「許可水利権」から構
成されている（表４）。

同国のマレー・ダーリング川流域のニュ
ー・サウス・ウェールズ州では、水利権その
ものを別の所有者へと権利移転する「水利権
売買（Permanent water trade）」と、水利
権所有関係には触れず、ある一定の期間（通
常は１年）に実際に利用可能な水量を取引対
象 と す る「 水 融 通（Temporary water 
trade）」と呼ばれる用水取引制度が導入され

表4　オーストラリアの水利権の種類

水利権の種類 概要

沿岸水利権
（Riparian rights）

● 河川等沿岸の土地所有者が保有する河川流水の利用権
● 商業的利用は認められない
● 水量規定がない
● 用水取引の対象として認められていない

許可水利権 ● 水管理当局の裁量によって配分された水利権
● 商業的灌漑が多い
● 水量が規定されている
● 用水取引の対象

出所）木下幸雄、Lin Crase 「オーストラリアにおける灌漑用水市場化の実態と問題点
──ニューサウスウェールズ州を中心に」『農業土木学会論文集』第74巻4号、
農業土木学会、2006年



42 知的資産創造／2010年9月号

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

ている。
この用水取引制度は、河川の表流水の淡水

資源を、水利権に基づく固定的な配分および
水資源管理当局による裁量的な配分に替え
て、用水市場を通じた水利用者間の取引によ
って水利用価値を高められる主体への淡水資
源再配分を効率的に実施し、社会的に最適な
淡水資源配分を実施するために導入されたも
ので、休眠水利権（Dozer, sleeper）の存在
とその有効活用という目的があった。

用水取引の形態は、「個別相対取引」「組織
内取引（灌漑会社・灌漑事業）」「仲買業者を
通じた取引（牧畜商会社や水利取引斡旋業者
等）」「用水取引所を介した取引」の４種類が
用意されている。

用水取引は、各州の水管理法に定められて
おり、ニュー・サウス・ウェールズ州の場
合、2000年 水 管 理 法（Water Management 
Act 2000）が根拠法になっている。また、マ
レー・ダーリング集水域閣僚評議会（Murray-
Darling Basin Ministerial Council）による取
水抑制政策（CAP政策）も導入されている。

用水取引の動向について、水利権売買は全
取引水量のおおむね10%を超えない程度で、
水融通が圧倒的な割合を占めている。また、
用水取引量のうち流域間取引は10〜20%で、
流域内取引が多数を占めている。水利権売買

水量は、ニュー・サウス・ウェールズ州の水
利権水量の１%にも満たず、水融通の取引水
量も水利権水量の10%程度であり、多くの水
利権は元の水利権者が使用している。

現在はニュー・サウス・ウェールズ州の南
リヴァリナ灌漑地区協議会（SRIDC）が用
水取引所を運営しており、灌漑期の８月から
翌年５月の10カ月間だけ開かれている市場だ
が、水利権売買は通年で可能である。

用水取引は、用水取引所に余剰水利権の売
却希望を申し込み、売却希望条件を登録・公
開する。水利権の需要者は物件情報（量と価
格）を入手し、その後、入札・取引成立・代
金の支払い後に配水されて代金が精算され
る。

水融通の動向としては、旱魃期に取引水量
が増えるわけではないので水融通の価格は渇
水年で高騰し、豊水年で低下している。平均
価格は、1000ｍ3当たり15.33オーストラリア
ドル（以下、AUD）から同37.68AUDで推移
していたが、実質価格で見ると、近年、価格
は上昇傾向にある。また、用水需給が逼迫す
るほど取引価格の幅が開く傾向がある。

他方、水利権売買の動向として旱魃年と豊
水年を比較すると、旱魃年の取引水量のほう
が当然多くなっている。取引価格は、1000ｍ3

当たり371.67AUDから同427.75AUD程度で
推移しており、水利権売買価格は低下傾向に
ある。水融通と同様、用水需給が逼迫するほ
ど取引価格の幅が開く傾向がある（表５）。

マレー・ダーリング川の用水取引農場は、
水融通を積極的に利用しながら未使用淡水資
源を売却したり、農業生産上不足する用水を
購入したりする一方で、水利権売買は頻繁で
はない。その結果、活発な水融通に対して水

表5　オーストラリアにおける水融通・水利権取引の件数と水量

年 水融通件数 数量（1000ｍ3）

1983 4 2,573

1989 202 78,247

2002 3,981 848,759

年 水利権売買件数 数量（1000ｍ3）

2002 131 28,192

出所）木下幸雄、Lin Crase 「オーストラリアにおける灌漑用水市場化の実態と問題点
──ニューサウスウェールズ州を中心に」『農業土木学会論文集』第74巻4号、
農業土木学会、2006年
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利権売買は停滞している。また、水融通にお
ける灌漑農場は買い手と売り手に二極化して
いる。水融通・水利権売買ともに、普通水利
権を保有する農場は購入傾向が強く、安定水
利権を保有する農場は売却する傾向にある。
普通水利権保有者の耕地面積が大きいほど、
買い手である傾向が強まる。

このような用水市場がオーストラリアで成
立したのは、制度上、「水利権が土地の権利
と分離され、用水それ自体が取引される財と
なりうること」「用水もしくは水利権が、保
有形態、利用場所、利用時期、有効期間、水
量、権利の強さ（優先度）などの属性を含む
明確な財産権としての性格と、取引財として
の性格を持つこと」「水利用主体は個別に水
量を計測できる機器を備えていること（メー
ターが付いていること）」「用水取引の効率的
なシステムが整備されていること」などが挙
げられる。

この用水水利権取引にも制約が設けられて
おり、灌漑エリア内の従来の水利権の40％し
か水利権売買は認められていない。これは、
エリア外への水利権の流出に歯止めをかける
ためである。

オーストラリアの用水取引システムの欠点
として指摘されているのは、「水利権の経済
的価値は気象状況に大きく左右される」「水
利権の水文的制約条件が厳しくなると、水利
権の割引率が高くなり、用水需給が逼迫化す
ると水利権の資産価値は低下する」「CAP政
策以降、水利権の配分率が低下しており、こ
れも水利権の資産価値を劣化させている」

「おそらく、園芸農場など安定水利権を保有
する主体が過剰な水利権配分を享受してお
り、ただし、稲作農家などは普通水利権しか

保有しておらず用水が不足しがちであり、当
初の水配分が誤っていた可能性がある」など
の点である。

地球温暖化対策のための温室効果ガスの排
出量取引でも指摘されているが、資源配分に
かかわる権利取引には、初期の権利配分の妥
当性・公平性に課題が残る。ただし、河川の
表流水は降水量に依存しているため、水利権
取引価格が気象条件に制約されるのはやむを
えない。

3	 チリの水利権制度と水取引注9

（1）	 チリの水利権制度

現在のチリの水利権制度は、水利権の取得
を広く開放し、水需要が増大して水が希少資
源になることによる資源利用の効率化をねら
った1981年水法に定められた。

チリの水利権制度の第１の特徴は、水利権
が私的財産として認められ、土地の所有と分
離して保証されていることが挙げられる。水
利権は財産権として不動産登記ができ、同
種・異種の水利用セクター間での取引が可能
である。２点目として、水利用における国家
の権限を強く抑えたことで水利権取得の申請
が完全に自由になり、それまでの水法で必要
とされた水利権取得のための「正当な理由」
は不要になった。

この1981年水法に関してはすでに多くの研
究があり、以下の成果が認識されている。

● 水利権が記録される仕組みが整った
● 水利権が取引されて特定地域の水不足の

緩和に役立った
● 水利権の私的所有権が保証され、不動産

として扱われることで小規模農家や貧し
い農家が水利権を担保に金融機関から融
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資を受けられるようになった
他方、以下の問題点も指摘されている。
● 1981年以前の慣習的な水利権の多くはい

まだに登録されていない
● 水使用セクター間の優先順位が不明確の

ため、異セクター間の水利紛争の解決制
度が不十分である

● 河川全体の管理者がおらず統合的な流域
管理が困難であり、河川の最低流量の管
理もされていない

● 特定の水力発電会社による将来の価格高
騰を見込んだ投機的な水利権取得が多発
した

● 土地と水利権の分離によって水利権を伴
わない農地が生まれ、農地の生産力が激
減した場所が発生した

● 水利権取引は、水利施設が整っており水
量の把握や水の移動が容易な限定的な地
域でしか発生しなかった

1981年水法は、このように利点・欠点の両
方を内包するが、なかでも想定外であった水
力発電会社の水利権の独占を是正するため、
2005年に修正された。主な修正点は下記のと
おりである。

● 「pantente （fee for nonuse：水利権不
使用課徴金）」と呼ばれる課徴金が導入
され、2011年時点で水利権を行使してい

ないと水利権の使用料金が倍に、さらに
未使用の状況が継続すると16年には使用
料金が11年時点の倍になる

● 水利権の取得に「正当な理由」が必要に
なった

● 水利権の取得申請の際、他の利害関係者
に不利益が生じないように、第三者への
周知期間が２カ月から６カ月に延長され
た

● 河川の環境維持流量を確保することが必
要になった

● 地下水に対しても水利権が設定された
このチリの水利権制度を見るかぎり、日本

の水利権制度に近い形での修正であったこと
がわかる。ただし、日本では地下水について
はいまだに水利権が設定されておらず、地盤
沈下対策のための規制を除けば、原則的には
土地所有に付随する権利として自由使用が認
められている。この点については、日本でも
今後、見直していく必要があろう。

（2）	 チリの水取引

チリで水利権を移動する方法は、市場での
売買と賃借という２つがある。水利権売買の
全国統計の分析はないが、サンティアゴ市の
例を見るかぎり、取引量の割合・額は農家間
が多く、小農から大農への移転となってい
る。他方、取引件数は農業から水道用水への
転用であり、これは約１万人分の水量に匹敵
する（表６）。

ただし、実際の取引に占める割合は賃借の
ほうが圧倒的に多いと見られている。これ
は、登録されていない慣習的な水利権が依然
として多いこと、法定化するための手続きが
煩雑であること、水利権が明確になると土地

表6　チリ・サンティアゴ市における水利権の売買

合計
農家間 農家と生活用水お

よび下水処理会社
農家と鉱山会社

取引件数 587（件） 76 499 12

割合（％） 13 85 2

取引量 720（ℓ /秒） 677 22 7

割合（％） 94 3 2

取引価格 366,050ドル 338,500 20,900 6,650

1ℓ /1秒当たり
（ドル） 500 950 950

出所）黒澤純「チリ国における農業用水の水利権に関する考察」『国際農林業協力』第
28巻3号（国際農林業協働協会、2005年）より作成
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の評価が上がり土地税も上昇すること──な
どが指摘されている文献18。このため、渇水
に備えるために水道会社が一時的に農家から
水利権を賃借する場合もある。首都圏北部の
リマリ川流域では水利権の賃借料は３カ月間
で１秒当たり１ℓ＝90〜120ドルとなってい
る。

Ⅳ	 決して珍しくない
	 水取引の仕組み

本稿では、水移出・水取引のための制度づ
くりについて議論してきた。

1994年のカリフォルニア州の渇水時には、
農産物関係の被害が1377億円、上水道では
517市町村で１億5800万人が断水・減水の影
響を受け、226の工業用水道で64カ所の給水
制限が実施された文献21。このとき渇水銀行
から需要度の高い農業用水・都市用水に淡水
資源が優先的に販売され、渇水銀行がない場
合に比べて9142万ドルの純益が生まれたとの
評価があるのは前述のとおりである。

今後、水取引の仕組みをこのように構築し
ておくと、日本で渇水が発生した際の社会的
な被害が軽減される可能性がある。

人口減少時代に未使用淡水資源を有効活用
して国内で生産活動を行ったり、渇水時、淡
水資源に相対的に余裕のある地域から不足し
ている地域に淡水を融通することで、ダムな
どの開発を抑制し、公的資金の負担を抑制し
たり、未使用淡水資源をできるかぎり多く海
外に輸出することで外貨を獲得したりするた
めにも、日本国内において水利権制度による
水取引の可能性を創り出す必要がある。

もっとも、海外の事例でも見られたよう

に、水利権そのものを取引の対象にする制度
は、社会制度の変更に伴い取引費用を爆発的
に増大させると同時に、水利権の独占による
水資源不足の農地を発生させる可能性も否定
できない。また、水利権取引制度を導入する
場合、初期の資源配分が難しく、現状の水利
権者に対して不利益になる変更は現実的では
ない。このため、日本のように既存の水利権
者がいる場合、少なくとも初期の水利権配分
は現状維持とせざるをえない。日本で今後検
討されるべき未使用淡水資源取引制度は、現
行の水利権者が最大水量を想定して確保して
いる水利権のうち、あくまでも日常的に使用
していない未使用部分のみを対象とするよう
な制度設計にならざるをえないであろう。な
お、具体的な水取引制度の仕組みについて
は、次の第四論考で議論している。

世界的に見ても淡水資源は経済財としてみ
なされ、水利用をきめ細やかに調整するメカ
ニズムの必要性が指摘されている文献6。日本
でも、そろそろ議論を始めてもよい時期にき
ている。今後の議論が期待される。

謝辞
筆者以外の本稿への貢献者は以下のとおりである。
　　水ファイナンスチーム
　　　野村證券　神尾正彦氏
　　　三菱東京UFJ銀行　小柴和博氏、杉沢正央氏
　資料収集に関しては、NRIワークプレイスサービ
スのインフォメーションサービスグループナレッジ
サービスチームの支援を受けている。

注

1 （流水の占用の許可）第23条　河川の流水を占用
しようとする者は、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、河川管理者の許可を受けなければな
らない



46 知的資産創造／2010年9月号

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

2 （河川管理の原則等）第２条２項　河川の流水
は、私権の目的となることができない

3 （権利の譲渡）第34条　第23条から第25条までの
許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受け
なければ、譲渡することができない。２ 前項に
規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、
譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承
継する

4 参考文献30を参照
5 「番水」とは、平時の水量を利用できない渇水時

に、削減された水量を順番に利用し合うこと
（参考文献20参照）

6 参考文献31を参照
7 本節は参考文献16を要約している
8 本節は参考文献17、同26に基づいて作成されて

いる
9 本節は参考文献18、同19に基づいて作成されて

いる
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